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わが国における健康危機管理の実務の現状と課題

公衆衛生モニタリング・レポート委員会活動報告
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目的 健康危機管理における実務活動の側面から現状と課題を明らかにし，必要な学術的検討を提

言するとともに施策への反映を図る。

活動方法 公衆衛生モニタリング・レポート委員会健康危機管理分野のグループ活動として，2017

年度から2019年度にかけて，産学官危機管理調整システム普及サブグループにおいて，日本公

衆衛生学会における実務活動に関する学術論文・発表の分析，日本公衆衛生学会総会シンポジ

ウム活動による論点整理を実施した。

活動結果 保健医療行政が行った健康危機管理の事後評価は熊本地震以降増えており，また，地域

保健の現場にも健康危機管理の改善を目指す多くの芽生えといえる取り組みがあった。一方で

多分野間連携システムに関する論文は公衆衛生領域には少なかった。被災自治体は危機管理の

主体であり，マネジメントの責務を負うため，平時からマネジメントや受援の準備が必要であ

ることが示唆された。健康危機管理においてもあらゆる災害（all hazards）に対応できる体制

を構築するために，危機管理の基本である情報集約・分析・判断・実行・評価のサイクルの確

立（危機管理調整システム）と危機管理の実務を支える学術基盤の強化が望まれる。2019年の

日本公衆衛生学会シンポジウムでは，災害時にも機能する地域包括ケアを担う人材のコンピテ

ンシーの明確化，公衆衛生分野での災害対応人材の充実およびシステム改善の具体策として危

機管理体制変更におけるキーパーソンへの働きかけが必要であると方向づけられた。産学官 3

分野の実践例を踏まえ，また，当モニタリンググループの学術的基盤強化サブグループによる

検討とあわせて考えると，健康危機管理手法の標準化により，対応事例の検証や経験の共有が

容易となり，科学的な蓄積を通じて，健康危機管理に必要な組織の強化や運用，実務の改善も

共に進展する蓋然性は高い。

結論 健康危機管理を実務活動面から見た結果，健康危機管理の共通基盤および公衆衛生以外の分

野を含む分野横断的な連携の必要性が明確となった。健康危機管理について共通の考え方・手

法を確立することにより，学術研究と実務とを両輪とした健康危機管理の発展のため，本学会

内における研究へのリーダーシップを図るとともに他学会等への働きかけを日本公衆衛生学会

として組織的に実施する必要がある。

Key words健康危機管理，危機管理調整システム，産学官共通システム，多分野間連携，all

hazards
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 は じ め に

わが国における健康危機管理の歩みは平成に入っ

てから始まった。厚生労働省健康危機管理基本指針

において，「健康危機管理」とは，「医薬品，食中毒，

感染症，飲料水その他何らかの原因により生じる国

民の生命，健康の安全を脅かす事態に対して行われ

る健康被害の発生予防，拡大防止，治療等に関する

業務であって，厚生労働省の所管に属するものをい

う。」とされている。また，従事者の心得として，

科学的客観的な評価に努めるものとされている。近

年多発する自然災害および国際情勢や地域社会の変

化による人為的災害の増加を踏まえ，わが国には

いっそうの健康危機管理体制の強化が必要である。

公衆衛生モニタリング・レポート委員会は，認定

専門家を中心に組織した11の専門分野別モニタリン

ググループが，各専門分野における顕在的・潜在的

健康課題に関する情報の収集分析を行い，それぞれ

の健康課題に関する議論を深めている。現在，130

人を超える認定専門家がモニタリング・メンバーと

して参画している。同委員会委員をリーダーとする

11グループの一つである健康危機管理モニタリング

グループ産学官危機管理調整システム普及サブグ

ループでは，産学官 3 分野における健康危機管理実

務の発展は，実践例の成果の延長上での実現性が高

く，健康危機管理の考え方・手法を共通とすること

により，実務と学術を両輪として産学官の all

Japan の体制の構築が可能であると考えた。わが国

の健康危機管理に関する課題について実務の側面か

ら分析・検討し，産学官連携の取り組みの可能性に

ついて，今後の進展への方向性を得たので報告す

る。なお，同グループ学術的基盤強化サブグループ

の行った学術的側面の検討は別途報告する。

 活動の方法

201719年の 3 年間に，日本公衆衛生学会で 3 回

の公募シンポジウム1～3)を行って，その結果を整理

した。あわせて本学会誌における関連する報告内容

と推移を実務の視点から要約した。産学官各分野で

の実践を踏まえた実務的健康危機管理強化の方策に

関する議論を基にして危機管理調整システムの必要

性と方向性を整理し，今後の進展への方向性をまと

めた。

 201718年の 2 年間の成果を集約した（国立保

健医療科学院「保健医療科学」第68巻第 2 号特集

健康危機管理―産学官連携を通じて次の災害に備え

るために―）。

 2019年の日本公衆衛生学会ミニシンポジウム 5

における 4 人の発表と討論まとめを行った。

 第77回日本公衆衛生学会総会（郡山，2018年）

抄録集および201119年の日本公衆衛生雑誌におけ

る査読論文（連載等は除く）について，論文数，健

康危機管理関連論文数と傾向を調査し，課題と方向

性を整理した。健康危機管理関連論文とは，災害，

感染症，食品・食中毒関連，その他とし，自殺と個

別事故等関連論文は除いた。

 活動の結果

 201718年の 2 年間にわたり企画した日本公衆

衛生学会総会シンポジウムの成果は，国立保健医療

科学院「保健医療科学」第68巻第 2 号特集健康危

機管理産学官連携を通じて次の災害に備えるため

に4)に集約した。この概要を表 1 に記した。

 第78回日本公衆衛生学会総会において「産学官

協働で地域強靭化を目指す危機管理システムのマイ

ンドとコンピテンシー」と題してシンポジウムを

持った。各シンポジストからの発言（表 2)5～7)を踏

まえ，今後の展望を語った。まず現状認識として，

シンポジストの発言における 4 つのテーマの共通点

は何か，どのように繋がるかに対し，次の◯◯の

課題を挙げた。

◯ 各現場でできることは各指揮下でどんどんや

りましょうわが国では，最前線の人間が直ぐに

対策を講じる事ができるような権限委譲や組織の

あり方を見直す必要がある。

◯ 分野を超える調整は，話し合いの下，同じ目

標を決めて各指揮下でやりましょう各組織は他

組織から命令される訳ではなく，各組織の現場指

揮者が対等な立場でその調整を行い各組織の活動

に反映される。感染制御や医療安全のように，危

機管理が制度化されることで，部門間の調整が促

進され，組織的な対応能力が高まることが期待さ

れる。

◯ その調整の場で不足する資源（人，物）につ

いて，統率する組織へ確実に簡潔に伝えましょ

うJ-SPEED 診療日報によってすべての災害医

療チームの診療活動情報をリアルタイムで把握・

報告可能となり，権限を有する保健医療調整本部

等が指揮能力を発揮することが可能となった。支

援・受援を超え実行の体制を構築することが次の

課題である。つまり，上記の 3 つが危機管理調整

システムの考え方・ツールである，と確認され，

この共通認識の普及が学会を始め広く関連する分

野において必要である。次に，学会ではすでに多

くの事例報告がなされていることを踏まえ，災害

経験の報告はどのように減災に役立てることがで
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表 国立保健医療科学院「保健医療科学」第68巻第 2 号特集健康危機管理―産学官連携を通じて次の災害に備

えるために―，73146ページ，2019. https://www.niph.go.jp/journal/data-68-2-j68-2/ 要約表（転載許可

2020年 2 月 4 日）

論 文 名 著 者 名 要 約 ・ 結 論

巻頭言 健康危機管理

―産学官連携を通じて

次の災害に備えるため

に―

古屋好美 P 7374

東日本大震災を契機として災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）

が創設され，西日本豪雨に派遣されるなど，制度整備が開始され，指

揮調整，後方支援，ロジスティクスの意義も地域保健の現場では浸透

しつつある。地域保健・産業・学術の各現場の取組と連携から危機管

理調整システムの社会実装への可能性を議論したい。

民間企業における災害

対応訓練実施報告―動

き始めた産業界の危機

管理調整システム―

〈報告〉

片岡克己，佐藤修一

P 7580

民間企業における大規模災害対応力強化事例の 2 例報告。危機管理調

整システムに基づく実践力強化組織を目指す。リアルな研修・訓練を

実施することで，企業内外の研修参加者の満足度は95以上と高く，

社員に安全・健康経営を意識付け，災害対応を我がこととする傾向を

示すことがわかった。今後人材育成が必須である。

医学教育における危機

管理の向上および米国

の原子力災害対応を

ICS から考える〈総説〉

永田高志，五十嵐 仁

P 8188

Incident Command System (ICS）は米国における緊急事態で多機関

対応を実現する指揮統制・調整対応を標準化したもので，わが国にも

導入が検討されている。救急医療現場におけるチーム医療，災害医療

マネジメント，原子力災害，感染症等を例として ICS 14の基本原則

を踏まえ，公衆衛生領域での活用と課題を記した。

医療機関における危機

管理―Hospital Incident

Command System の 概

要とその可能性―〈総

説〉

冨尾 淳 P 8995

健康危機管理における多機関連携の中でとくに医療機関が担う役割は

大きい。米国では医療機関においても Hospital ICS (HICS）として

活用されている。医療機関が個々の計画・マニュアルを準備するだけ

では，多機関・多業種連携には不十分である。アシアナ航空事故，ボ

ストンマラソンテロ等多くの事例報告がある。

一般社団法人 Health-

care BCP コンソーシア

ムを拠点として守る災

害時の命と健康〈報告〉

中尾博之，有賀 徹，

坂本哲也，他 P 96

102

厚労省が災害拠点病院に対して作成を求める BCP は各施設単位の

BCP 構築である。Healthcare BCP は業種を超えた組織間学習の場と

して創設した。この視点からみると，現状では，限局的災害であって

も能力構築連携されておらず，医療の局所・全体像を俯瞰できない。

大災害に向けて評価指標・規格・教育・訓練が必要。

弁護士会の考える被災

者支援と事業継続への

平時の備え〈解説〉

津久井 進 P 103110

被災者は広範に人権を毀損され，法律家にとって被災者支援は使命で

ある。東日本大震災では多くの訴訟提起があった。とくに従業員を始

めとする構成員等に対する安全配慮義務は要注意で，BCP 策定不備

は発災後リスクに留まらずその後の訴訟リスクに発展する。災害対策

は新たなステージに入ったと言える。

地域保健の現場の視点

から健康危機管理を展

望する―あらゆる大規

模災害への対策・対応

の強靭化を目指して―

〈総説〉

古屋好美 P 111125

地域保健の個々の現場では災害遭遇経験は少なく，学術的共通体系も

ない中では限定的対応にならざるを得ない。わが国の貴重な災害経験

に裏打ちされた学術的検討とあわせて海外の先進的な危機管理手法の

標準化の検討が必要である。all hazards に対し，all Japan で対策・対

応を可能とするために，産学官各分野においてよりよい健康危機管理

体制構築をリードされることを期待したい。

国や地方自治体におけ

る大規模災害時の健康

危機管理対応の課題と

展望〈総説〉

長谷川 学 P 126136

大規模災害時医療が混乱する多くの経験を踏まえ，災害医療を一覧可

能な法体系への位置づけが求められる。医療機関 BCP は自院とあわ

せて地域医療・社会機能維持機関との連携強化の視点が必要である。

地域包括ケアシステムと災害対応は共通点が多く，復興にあたり平時

のシステムへの回復が目標となる。

健康危機管理の科学的

根拠の確立に向けた研

究開発の推進―難病と

のアナロジーに着目し

て―〈総説〉

武村真治 P 137146

発生機構不明・希少性・管理方法未確立・社会への影響の観点から難

病と類似する。難病では，レジストリ構築，パイプラインに沿う医薬

品等開発やガイドライン策定が進む。健康危機管理では，リサーチク

エスチョンとして科学的根拠の確立に向けた新たな出発点となる。事

態管理技術の開発・実用化は産学官の現場にある。
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表 第78回日本公衆衛生学会総会ミニシンポジウム 産学官協働で地域強靭化を目指す危機管理システムのマイ

ンドとコンピテンシーの概要

演 題 名 発 表 者 要 約

地域包括ケアシステム

と災害対応を考える

人的社会資源の最大化

長谷川 学（環境省環

境保健部石綿健康被

害対策室）

大規模災害対応やそこからの復興は「社会資源の総力戦」という意味

で，地域包括ケアと共通しており，連携ネットワークなど後者の進展

が前者でも機能する。実際，日本医師会でも，その共通性に着目し強

調し始めた。

地域包括ケアシステム

と「ごちゃまぜ災害対

応」人材

小坂 健（東北大学災

害科学国際研究所・

歯学研究科）

「誰一人取り残されない」ために地域包括ケアシステムが役割を担え

る可能性があり，まだ数ないものの自治体，町内会で広がり始めてい

る5)。サービス受領者も提供者になれる共生の理念「ごちゃ混ぜ」が，

災害対応でも可能な体制と担える人材の養成が重要である。

災害産業保健の先進例

における人材とは

久保達彦（産業医科

大学産業生態科学研

究所環境疫学）

権限を有する受援側本部長は防災の専門家とは限らず，防災専門家が

多い外部支援者と突発した災害現場で協調体制を作るのは容易ではな

い。わが国で東日本大震災以降公衆衛生学専門家の取り組が増え，大

学人材が機能した例もあり，わが国の経験を世界に発信し始めている。

医療機関における緊急

事態マネジメントシス

テムの導入・運用に求

められる人材とは

冨尾 淳（東京大学大

学院医学系研究科公

衆衛生学）

わが国では，医療機関における危機対応体制は，個々の医療機関に委

ねられている。米国では財政的な誘引6)があり，英国では法令で定め

られる7)など，医療機関の体制構築・地域連携等に重要な役割を担っ

ている。わが国でも，担う人材に必要な技能等の整理と体制の制度化

に向けた取組みが求められる。
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きるか，について意見を交わした。

有用な実例はあり，データを集め学術雑誌

のみならず，学会やメディアを通じて広く周

知することも責務であり，普段から行政と研

究者の協力体制があると良い。

専門的なスキルを有する者による災害対応

事例の評価とこれに基づいた改善計画の策

定・実行が重要である。医療機関に専門ス

タッフが設置されることで，地域内の多機関

連携と危機管理体制の充実にもつながる可能

性がある。

国際的な視点に立てば，日本は災害が多発

するアジア諸国と痛みを理解し合うことがで

き，高い支援能力を有する欧米諸国とも対等

に話ができる特異な立ち位置にいる。日本の

取り組みは，WHO による Emergency Medi-

cal Team Minimum Data Set への J-SPEED

の取り入れなど大きな影響があり，問われて

いるのはオールジャパンレベルでの標準化・

合意形成を進められるか否かだ。

以上を踏まえると，今後の進め方として，

「地域包括ケアでも必要な多分野をまとめる

方法を大規模災害時に実現することだが，担

う人材のコンピテンシーの明確化，DMAT

に比べ圧倒的に少ない公衆衛生分野での災害

対応人材の充実とシステム改善の具体策とし

て危機管理体制変更におけるキーパーソンへ

の働きかけが必要である」と結論づけた。

 第77回日本公衆衛生学会総会（郡山，2018年）

抄録集および201119年の日本公衆衛生雑誌におけ

る査読論文調査により，次のことがわかった。

第77回（2018年）日本公衆衛生学会総会抄録集レ

ビューの結果，関連シンポジウム10件で，一般演題

では，第13分科会（健康危機管理）の他に，第16分

科会（保健所・保健衛生）や第12分科会（感染症）

においても関連発表があった。口頭発表20件（第13

分科会17，第16分科会 2，第12分科会 1），示説発表

72件（第13分科会59，第16分科会2，第12分科会11）

で，計92件が健康危機管理関連であった。第13，16

分科会では，自然災害対応の発表が多いが，感染症

に関する発表もあった。業務量サージ（急増）の検

討，人的資源確保，情報公開ルール，米英との法

令・制度比較，世界保健機関（WHO）の国際保健

規則への対応体制に関する国際合同評価（JEE）に

よる脆弱性評価指標，感染症地域ネットワークへの

危機管理調整システム導入，感染症疫学調査外部評

価など，より客観的な感染症業務・サージ対策や評

価に関する発表も見られた。また，第12分科会（感

染症）では，口頭発表26件，示説発表50件のうち，

アウトブレイク時の連携・システムに関する発表が

あわせて12件（口頭 1，示説11）あった。感染症ア

ウトブレイク時に一か所で対応できない・限界を超
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える対策対応に言及した発表はあるが，具体的シス

テムへの言及はわずかである。また，JEE における

日本の評価結果8)においては，コミュニケーション

に関する項目で 5 点満点中 3 点（対応能力は備わっ

ている）と他の項目に比べると低い評価であった

が，これに関連する発表はわずか 1 題であった。

一方，日本公衆衛生雑誌（201119年）における

査読論文459本に対し，健康危機管理関連論文は31

本であった。うち災害関連17本，感染症関連11本，

その他（食品・食中毒，救急搬送）3 本であった。

災害関連では，情報伝達・調整・管理システム，

ネットワーク，訓練，多組織・多職種連携，受援体

制の重要性を結論づけており，2018年には指揮調整

強化の必要性を結論とする論文があった。感染症関

連では，情報収集分析における柔軟な対応および地

域の実情に応じた対応が重要と結論づけている。

CDC 関連では米国 CDC に学ぶ情報モニタリン

グ・コミュニケーションを論じ，総合的情報管理シ

ステムが重要としている。以上，健康危機管理上改

善すべき点が明らかになってきた。個別の分野では

研究されているものの，多分野・多機関連携など分

野を超えるシステム的アプローチに関する論文はな

い。

なお，災害の経験を教訓とするアフター・アク

ション・レビューなどの仕組みがわが国にはない。

アフター・アクション・レビュー（AAR）は，米

陸軍マニュアル等9)において公にされているように

基は米陸軍の仕組みであるが，それ以外にも広く使

われる手法で，災害事案では公表される。「自己

（組織）評価支援システム」として，効果的な演習/

訓練システムの根幹となると言われる。すでにユニ

セフの子供向け教育ツールにも採用されている10)。

心身へのストレスが課題となる災害対応にあたる職

員への安全配慮義務に関しても報告はほとんどない。

以上の結果から，産学官危機管理調整シス

テム普及サブグループでは，わが国の健康危機管理

実務の特徴と今後の検討の方向性を次のように整理

した。

 大規模な健康危機管理に関する客観的な記

述，とくに評価に関する文献が少ない

 共通基盤による健康危機管理（マネジメント）

の議論が少ないわが国の健康危機管理において

は，緊急対応の基本項目や共通の基盤によるマネジ

メントが課題であり，これまでの本グループ活動に

おいてその根拠を提示してきた1～4)。国連において

は，各国の国内外のレベルにおいて，「健康」を重

視した「all hazards」対策・対応の方向性が具体的

に明確になってきている（仙台防災枠組201530に

関連する Words into Action Guidelines）。この中で

とくにステークホルダー（防災関係者）の役割も明

記されていることから，災害に関連する学術分野に

おいては学術団体内部および団体間で横断的連携の

強化によって強靭化を進めることが可能である。一

方，わが国の課題として，緊急対応の基本項目や対

応における共通の基盤を定めた法令・条例がないこ

と，各専門分野は高度化しているものの相互連携や

全体俯瞰に乏しいこと（サイロ・エフェクト11)）が

挙げられる。健康危機管理においては公衆衛生担当

者がマネジメントにおけるリーダーシップをとる必

要性がある。

 健康危機管理従業者に対する安全配慮義務に

関する議論がほとんどない産学官は各分野での役

割を果たすのみでなく，いずれの分野も多くの従業

者を抱えていることから，産業保健および組織マネ

ジメントとしての責任もある。病院や大学，行政そ

れぞれに安全配慮義務があり，緊急対応の基本や共

通の基盤によるマネジメント強化は必須である。

 健康危機管理事例蒐集活用システムこれま

での産学官サブグループ活動を通じて共通認識が生

まれ，集団知・集合知の形成と共有が必要であるこ

とがわかった。危機管理では実験は主要な手法とな

らず，経験の活用が重要である。たとえば，航空機

事故対策では，事例毎の詳細な評価の仕組み（航空

機事故評価委員会および報告）によって，経験の共

有による安全性強化を行っている。健康危機管理に

おいてもこのような事例に倣い，学び合う場を作る

ことが必要である。また，その基礎となる事例を記

録し，活用素材（ツール・様式・動画・アンケート

等）を作る，ベストプラクティスを渉猟するなどの

手法も検討する必要がある。

 わが国の法令に「学」の位置付けがない現

在の災害に関する法体系には，官と一部の産業（指

定公共機関）が入っているが，学は入っていないこ

とから，学術分野の参画についても検討が必要であ

る。

 考 察

国連や世界保健機関の国際的潮流においても危機

管理の実務は，健康に重点を置き，all hazards に対

応できる多機関・多組織連携を基本としている。国

連においては，各国レベルおよび国内外のレベルに

おいて，仙台防災枠組20153012)に関連する Words

into Action Guidelines13～16)，Local Governments'

Pocket Guide to Resilience17)によって対策・対応の

方向性が明確になってきている。この中でとくに，

リスク評価の準備期から判断に至るまでの 3 つの重
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図 健康危機管理実務者・学術分野が協働で，リスク評価・分析から，意思決定，実行後評価を経て，次の
健康危機に備えるための概念図
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要なステージ，すなわち，Stage : Preparing and

Scoping，Stage : Conducting the Risk Analysis，

Stage : Using Results in Disaster Risk Reduction

and Development Decisions16)において，ガバナン

ス・メカニズムがエレメント 1 として一連のアク

ションの根幹となっており，このメカニズムの基本

を確立する必要がある。わが国の学術と実務への応

用としては図 1 に示すような概念が想定される。

また，ステークホルダー（防災関係者）の役割も

明記されていることから，学術分野においては学術

団体内部および団体間で横断的連携の強化によって

強靭化を進めることが可能である。「2020年東京オ

リンピック・パラリンピック開催中の救急災害医療

体制に係る学術連合体（コンソーシアム）」への参

加やこれを契機とした横断的検討等が考えられる。

連携強化にあたっては危機管理事案の検証可能な

標準化，共有化への取り組みが望まれる。具体的に

は，次のような取り組みが挙げられる。

成功事例・改善事例の渉猟。

チームダイナミクスにおけるリーダーを選任

し，移譲していくという基本，マインドとコンピ

テンシーのパッケージ化。

例）危機管理の講義と演習を動画化（熱中症患者

発生時，アナフィラキシー，心肺蘇生等），様

式化（アクションカード， check list， to-do

list，プランニング P），参加者へのアンケート。

その上で，打開策として考えられるのは，公衆衛

生学会内の他の委員会との協働，他学会への拡散，

グループによる論文作成，危機管理調整におけるコ

ミュニケーション，危機時のコミュニケーションの

確立，Crisis Emergency Risk Communication

（CERC）マニュアル18)の紹介や市民の協力推進，

CRED（Centre for Research on the Epidemiology of

Disasters，https://www.cred.be/）の活用等である。

個人情報保護と公衆衛生上利益の整理も必要であ

る。危機管理時における情報取り扱いの基準の明確

化も望まれる。

以上の方向性を実現させるために，トップの意識

改革と現場の準備態勢整備の両輪による対応力強化

が必要である。本学会関連分科会に対して健康危機

管理研究手法の標準化を提示すること，他学会に対

して多分野間交流によって健康危機管理研究分野を

確立するよう学術的リーダーシップをとること，現

場に対しては，訓練方法の改善や危機管理態勢整備

への学術的貢献が考えられる。組織のトップに対し

ては，危機管理の組織的対応体制づくりに関する学

術的貢献が考えられる。いずれにしてもこれまでに

培ったわが国の強みを活かし，わが国の文化と風土

を尊重しつつ，危機対応組織を強靭化できる方策へ

の学術的貢献が望まれる。

このたびの新型コロナウイルス感染症のアウトブ

レイクによる公衆衛生，医療のみならず社会全般に

わたる影響のすさまじさを考えると，わが国におい

ても学術と技術・実務の両輪の強化を図る段階にき
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ていると考える。

 結 論

産学官多分野における実務のモニタリング検討結

果を踏まえて，健康危機管理手法の標準化により，

検証や経験の共有・組織強化に繋がり，学術的貢献

を通じて実務への寄与も共に可能となる蓋然性は高

い。健康危機管理について共通の考え方・手法を確

立することにより，実務と研究を両輪とした健康危

機管理の学術と技術の発展への展望を述べる。他学

会等への働きかけを日本公衆衛生学会として組織的

に実施する必要がある。

1 本学会関連分科会および他学会間において，健

康危機管理研究手法の標準化を提示することと多

分野間交流によって健康危機管理研究分野を確立

するよう学術的リーダーシップをとる必要がある。

2 現場に対しては，訓練方法の改善や危機管理態

勢整備への学術的貢献が考えられる。また，組織

のトップに対しては，危機管理の組織的対応体制

づくりに関する学術的貢献が考えられる。

3 これまでに培ったわが国の強みを活かし，わが

国の文化と風土を尊重しつつ，危機対応組織を強

靭化できる方策への学術的貢献が望まれる。グ

ローバルな視点からもわが国においても学術と実

務を連動させた枠組みを早期に確立する必要があ

る。

4 厚生労働省健康危機管理基本指針における「従

事者の心得としての科学的客観的な評価に努め

る」にあたり，科学的客観的な評価を行う基準と

もなり得る。

本論文は，公衆衛生モニタリング・レポート委員会

健康危機管理モニタリンググループ（健康危機管理，保

健所・衛生行政・地域保健）の活動の一環として報告し

ました。

本論文に関して，開示すべき COI はありません。
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